
 

 

 

 

 

タイの租税条約に対するMLI (BEPS 防止措

置実施条約)の影響 

 
タイが締結している 61に及ぶ租税条約

の大半を対象とし、源泉所得税に関して

は 2023年 1月 1日より修正されます。

また、その他の全ての租税に関しては

2023年 1月 1日より開始する事業年度

より修正されます。これは、2022年 2月

9日にタイが BEPS防止措置実施条約

（Multilateral Convention to Implement 

Tax Treaty Related Measures to 

Prevent Base Erosion and Profit 

Shifting、以下、「MLI」）に署名したこと

によるものです。批准書は、2022年 3

月 31日に寄託されました。 

 

MLIは、多国間協定で、締約国により対

象租税協定として選択された全ての二

国間租税条約の一部を修正する際に用

いられます。MLIは、租税条約の不適切

な利用を通じて、事業の合理性や実態

に欠ける行為により納税者が低税率ま

たは無税を得る機会を生み出すことに

対処することが主な目的です。 

 

また、租税条約による、紛争解決手続き

（相互協議、Mutual Agreement 

Procedure：MAP）の改善も目指してい

ます。 

 

MLIの仕組みは、各国により選択された

二国間租税条約の既存の文言が MLI

により規定されている標準規定に修正、

もしくは置き換えられることにあります。

または二国間租税条約の相手方も MLI

の締約国であり、MLIの個別条項につ

いて同じポジションを選択する場合に

は、MLIに規定されいてる標準規定が

追加されます。 

MLIは、様々な項目が含まれますが、大

まかには、ミニマムスタンダードと任意規

定の 2つに大別されます。 

 

ミニマムスタンダードは、最低限必要な

措置として締約国が規定された選択肢

のいずれかを採用しなければならず、除

外することはできません。 

 

任意規定は、締約国が取り入れる規定

を選択できるものです。 

 

以下が、タイが選択したミニマムスタンダ

ードと任意規定、および納税者への影響

と納税者が注意すべき事項です。 

 

ミニマムスタンダード 

 

MLI第 3部 条約の濫用 

 

タイは、対象となる租税条約の前文にお

いて、「脱税または租税回避を通じた非

課税または租税の軽減の機会を生じさ

せることなく、二重課税を除去することを

意図して」という文言を含めるか、修正を

行います。 

 

また、タイは主要目的テスト 

（Principal Purpose Test、以下、

「PPT」）も導入する予定です。これによ

り、全ての関連する事実や状況を考慮し
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た上で、租税条約の相手国に対し、租税

条約の特典を得ることが取引等の主た

る目的の一つであると結論付けられる場

合、特典を与えることを拒否することが

できます。 

 

納税者への影響 

 

クロスボーダー取引を行う納税者は、事

実および状況の客観的な判断に基づ

き、租税条約上の特典を得ることが当該

取引等の主要な目的の一つであると判

断された場合には、当該租税条約上の

特典を否認されることになります。 

 

最近導入された、あるいは近い将来に

導入が見込まれる関連手続きおよび規

定 

 

PPTは一般的なルールであり、本質的

には主観的な傾向があることから、歳入

局は PPT導入に向けたガイドラインを

策定中です。また、歳入局担当官が

PPT紛争において納税者に裁定をくだ

すための委員会の設置も検討していま

す。 

 

納税者における検討 

 

タイおよびタイと租税条約を締結し、MLI

が発効されている国または地域との間

でクロスボーダー取引を行う納税者は、

条約上の特典が否認される可能性を判

断するため、その条約および取引等を

再検討する必要があります。また、条約

特典をサポートする証憑の整備や、その

他の軽減／是正措置を検討しなければ

なりません。 

 

MLI第 5 部 紛争解決の改善 

 

租税条約における紛争解決を改善する

手続きは、相互協議（Mutual 

Agreement Procedure、以下、「MAP」）

と呼ばれます。MAPは、締約国の権限

ある当局 (Competent Authority、以下、

「CA」) が、二重課税、またはその可能

性のため生じる租税紛争の解決に従事

することを認めています。近年、タイおよ

び他国のどちらにも影響をあたえる新た

な法令や規則の施行（および今後施行

が見込まれるもの）を受けて、国際税務

紛争は大幅に増加することが予想され

ます。したがって、租税条約における紛

争解決手段は、増加する紛争事案を解

決するために、より効果的なものとなら

なければなりません。それぞれの事案に

おいて、迅速かつ効率的な方法で二重

課税を排除するために費やす時間を短

縮すべきです。これにより、これらの新し

い法令および規則の適用や解釈を起因

とする税務当局と納税者の間の紛争に

より国際経済が混乱しないことが期待さ

れます。 

 

タイは、BEPS行動計画 14で規定され

ている租税条約に関する MAP条項のミ

ニマムスタンダードに合わせて、対象と

なる租税条約の MAP条項を修正しま

す。実際の修正箇所は以下のとおりで

す。 

 

• タイおよびタイと租税条約を締結し、

MLIが発効されている国または地

域との間のクロスボーダー取引にお

いて紛争が発生している納税者は、

タイの CAおよびその所在地国の

CAのいずれかに MAPの申請を行

うことができます。 

 

• MAP申請の期限についても、標準

の期限である「対象となる租税条約

の規定に適合しない課税に係る当

該措置の最初の通知の日から 3年

以内」に修正されます。 

 

• 更に重要な点は、締結された合意

は締約国の国内法のいかなる期間

制限にもかかわらず、実施されるこ

とです。 

 

• 最後に、修正された MAP条項に

は、対象となる租税条約に定めのな

い場合における二重課税の除去に

ついて CAが相互に協議できるよう

にする条項が追加されます。 
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MAPの条項に加えて、対象となる租税

条約の特殊関連企業条項についても、

対応的調整条項がまだ含まれていない

すべての租税条約に対し、該当する調

整項目を含むよう修正されます。 

 

納税者への影響 

 

納税者は、修正した MAPを適用するこ

とで、タイおよびタイと租税条約を締結

し、MLIが発効されている国または地域

との間のクロスボーダー取引において、

二重課税の防止、あるいは回避を行うこ

とで、より効率的な方法で紛争を解決す

ることができます。 

さらに、納税者は上記の場合において、

移転価格調整が行われている場合に、

対応的調整を要請することができます。 

 

最近導入された関連手続きおよび規定 

 

歳入局は、2019年に MAPの申請方法

を明確に示すため、MAPガイドラインを

公表しています。 

 

近年、タイはより効率的な MAPを促進

するため、以下の法令および規定を発

出しました。 

 

1． 2021年 8月 23日以降に提出され

た MAP申請者に対し、「成立した全

ての合意は、両締約国の法令上の

いかなる期間制限にもかかわらず、

実施されなければならない」という条

項が含まれる税金還付期限を延長

する財務省通達 

 

2． 歳入法典 B.E.2564(西暦 2021年)

に基づく不服申立ておよび不服申

立ての検討に関する以下の歳入局

規則 

 

歳入局が MAPを実施する場合、ま  

たは上訴人が国外の MAPを申請した

場合は、歳入局担当官による不服申立

てを延期することができます。 

 

これは、上訴人が課税通知を入手した

日から、歳入局が MAPの申請を受理し

た日、もしくは上訴人の国外 MAP申請

が受理された日までの期間が、5年を超

えないものとします。 

もし上記期間が 5年を超える場合には、

歳入局担当官による不服申立ては、

MAPの進捗結果を待たずに行われま

す。 

MAPが完了し、上訴人がその結果につ

いて同意しない場合、あるいは上訴人は

同意したが MAPの結果が確認された

日から 30日以内に上訴を取り消さなか

った場合、不服申立ての審議は、権限を

与えられた担当官が不服申立ての審議

を指示した日から 6カ月以内に完了しな

ければなりません。 

MAPの合意は、租税および関税の支払

いを延長させるものではありません。 

納税者における検討 

 

納税者は、クロスボーダー取引において

課税に関する紛争が生じる場合は、二

重課税を回避するため、MAPの申請を

検討すべきです。 

 

タイが選択した任意規定 

 

MLI第 2部第 5条 二重課税除去方法

の適用 

 

タイは、対象となる租税条約における二

重課税の除去方法を所得免除方式から

税額控除方式に修正することを選択しま

した。 

 

MLIの本条項のもとでは、代替的な選択

肢があり、各締約国の立場が異なる場

合には、いずれかの締約国が選択した

方法は、その特定の締約国の居住者に

のみ適用されます。 

 

納税者への影響 

 

タイ国内で設立された企業は、勅令第

300条および第 442条により、所得免
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除方式に基づく二重課税の排除を行うこ

とができます。 

 

一方、タイと取引を行う外国の取引相手

のうち、二重課税の除去方法を税額控

除方式に修正することを選択した国に所

在する企業は、影響を受けることになり

ます。 

近い将来に導入が見込まれる関連手続

きおよび規定 

勅令第 300号および第 442号は、取り

消される予定です。 

納税者における検討 

 

タイが租税条約を締結しており、かつ、

MLIが有効な国または地域に所在する

外国企業で、タイにおいて課税対象とな

る所得を得ている企業は、当該国または

地域が二重課税の除去方法を税額控除

方式に修正することを選択したかどうか

を確認しなければなりません。 

 

MLI第 4部 恒久的施設（PE）の地位の

回避 

 

タイは、活動の細分化や契約の分割に

よる PEの地位の人為的回避に対処す

るため、代理人 PEの定義と PE除外基

準の修正を選択しました。 

 

納税者への影響 

 

タイ国外で設立された企業で、タイ国内

で事業所得を稼得しているが、PEの定

義を満たしていない、あるいは現行の租

税条約に基づく PE除外基準を満たして

おり、タイ国内での事業所得に対する所

得税が課されていなかった企業は、今後

タイに PEがあるとみなされる可能性が

あります。これらの企業は、MLIが発効

した後に、当該 PEに基づきタイの所得

税が課される可能性があります。 

 

一方、タイ国外で利益を得るタイ企業

で、現行の租税条約に基づく PEの定義

を満たしていない、あるいは PE除外基

準を満たしているため、これまで所得税

の課税対象となっていなかった企業につ

いても、当該国に PEを有しているとみ

なされ、MLIの発効後、当該国の PEに

帰属する所得に対して所得税が課され

る可能性があります。 

 

近い将来に導入が見込まれる関連手続

きおよび規定 

締約国の多くは、MLIの上記規定の適

用を留保していますが、歳入局はこれら

の外国企業について、PPTを利用して

PEを判定しようとしています。 

 

納税者における検討 

 

影響を受ける納税者は、現在および将

来の取引やビジネスモデルを取り巻く状

況を再検討する必要があります。 

 

MLIによる代理人 PEの定義および PE

除外基準の修正によって、所在地国以

外の事業所得に対する所得税の納税義

務が発生するかどうかを判断できるよう

になります。そして、もし発生する場合に

は、負担を軽減するために取り得る手段

を検討する必要があります。 
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